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〔民法・債権法Ⅱ〕 

次の【事実】を読んで，後記の〔設問１〕及び〔設問２〕に答えなさい。 

 

【事実】 

１ Ｘは，現在都内に在住しているが，自宅にガレージがなく，所有している自動車２台を駐車するため

に，近隣に月極駐車場を借りていた。Ｘは，自動車に乗ることが趣味であり，所有している自動車２台が

入る広さのガレージ付きの住宅を建築するため，都内で土地を探していた。Ｘが希望する間取りの住宅

を建築するには，最低でも６０坪以上の広さ必要であった。 

２ そうしたところ，資産家である知人のＹから，Ｙが都内に所有している土地（以下「本件土地」とい

う。）を買わないか，と持ち掛けられた。そこで，Ｘは，Ｙに対し，自動車２台が入るガレージを含む自

宅を建てる土地を探しており，最低でも６０坪以上の広さが必要であることを伝えた。Ｙは，本件土地が

６２坪の広さであるため，Ｘの希望に合うこと，1 坪あたり１７０万円で売却したいということ伝えた。 

Ｘの予算は 1 億円であり，Ｙが希望する坪単価１７０万円だと，合計１億０５４０万円となってしま

うため，Ｘの予算を超えてしまう。しかし，本件土地が，Ｘの希望の地域に所在していたこともあり，Ｘ

は，Ｙに対し，何とか 1 坪１６０万円で売ってもらえないかと伝えた。Ｙは，Ｘが長年の知人であった

ことからこれを承諾した。 

そこで，平成３０年１２月１６日，ＹはＸに対し，本件土地を 1 坪１６０万円で売却した。なお，Ｘ

とＹとの間で締結された本件土地の売買契約（以下「本件売買契約」という。）の契約書には，代金額を

「金９９２０万円（坪単価１６０万円）」とする記載があった。 

３ その後，Ｘが本件土地の引き渡しを受けて自宅を建築しようとしたところ，本件土地の実際の面積は

５８坪であることが判明した。 

 

 

〔設問１〕 

（１）ＸはＹに対し，どのような請求をすることが認められるか検討しなさい。 

 

（２）仮に次のような事情があった場合，ＸのＹに対する損害賠償請求が認められるのはどの範囲か。 

Ｘは，本件土地を購入した直後，重大な自動車事故を起こしてしまったため，自動車は全て手放

すことにした。自宅の建築についても改めて検討し直すことにしたところ，Ａが本件土地を１億

２０００万円で購入したいと持ち掛けてきたため，Ａに転売することにした。 

 

 

４ Ｘは現在戸建住宅に居住しており，その敷地はコンクリートブロックで囲われている。Ｘは商社

に勤務しており，仕事柄，海外出張に出ることが多かった。 

５ 平成３１年２月，Ｘが長期の海外出張に出ている間に，都内で地震が発生し，Ｘ宅のコンクリー

トブロックが今にも崩れそうな状態となった。 

６ Ｘ宅の隣人であるＺは，以前，小学校でコンクリートブロックが倒壊して児童が死亡した事故が

あったことを記憶していたため，Ｘ宅のコンクリートブロックが倒壊して死傷事故が発生するので

はないかと危惧した。また，Ｘ宅のコンクリートブロックが倒壊して，Ｚ宅へ被害が及ぶことも心

配であった。Ｚは，Ｘが長期の海外出張に出ていることは認識していたが，Ｘの連絡先までは知ら

なかった。そこで，Ｘの了解を得ることなく，Ａに依頼して，Ｘ宅のコンクリートブロックの補修

工事を実施した。コンクリートブロックの補修費用として，５０万円がかかったが，ＺはＡに対し，

補修費用を支払った。 
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７ その後，Ｘが長期の海外出張から帰宅した。Ｘは，「近いうちに新しい家を建てて引っ越すつもり

であり，コンクリートブロックが倒壊しそうな状態であったら，そのまま撤去してしまえばよかっ

たので，５０万円もかけて補修工事を実施しなくてもよかったのに。」とＺに伝えた。 

 

 

〔設問２〕 

Ｚは，Ｘに対し，コンクリートブロックの補修費用を請求することができるか，根拠を挙げて検討しなさい。 
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担当：弁護士 渡辺知子 
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第
１

 
設

問
1
（

１
）

に
つ

い
て

 

１
 

Ｘ
は

，
Ｙ

に
対

し
，

①
数

量
不

足
の

担
保

責
任

に
基

づ
き

代
金

減
額

請
求

を
す

る
こ

と
（

民
法

（
以

下
略

す
る

。
）

５
６

５
条

，
５

６
３

条
１

項
）
，

②

本
件

売
買

契
約

を
解

除
す

る
こ

と
（

５
６

５
条

，
５

６
３

条
２

項
）
，
③

損
害

賠
償

請
求

を
す

る
こ

と
（

５
６

５
条

，
５

６
３

条
３

項
）

が
考

え
ら

れ
る

。
 

そ
れ

で
は

，
Ｘ

の
①

な
い

し
③

の
請

求
が

そ
れ

ぞ
れ

認
め

ら
れ

る
か

。
 

２
 

①
数

量
不

足
の

担
保

責
任

に
基

づ
く

代
金

減
額

請
求

が
認

め
ら

れ
る

た
め

に
は

，「
数

量
を

指
示

し
て

売
買

を
し

た
物

」
に
「

不
足

が
あ

る
場

合
」
で

あ

る
必

要
が

あ
る

。
 

（
１

）
そ

れ
で

は
，
本

件
売

買
契

約
は

，「
数

量
を

指
示

し
て

売
買

を
し

た
」
と

い
え

る
か

。
 

ア
 

民
法

５
６

５
条

の
数

量
指

示
売

買
の

担
保

責
任

は
，

有
償

契
約

の
対

価

的
均

衡
を

維
持

し
，

当
事

者
間

の
公

平
を

確
保

す
る

た
め

，
法

律
上

特
に

認
め

ら
れ

た
無

過
失

責
任

で
あ

る
と

解
す

る
。

 

し
た

が
っ

て
，
「

数
量

を
指

示
し

て
売

買
を

し
た

」
と

は
，
（

ア
）

当
事

者
に

お
い

て
目

的
物

の
実

際
に

有
す

る
数

量
を

確
保

す
る

た
め

，
そ

の
一

定
の

面
積

，
容

積
，

重
量

，
員

数
ま

た
は

尺
度

あ
る

こ
と

を
売

主
が

契
約

に
お

い
て

表
示

し
，

か
つ

，
(
イ

)
こ

の
数

量
を

基
礎

と
し

て
代

金
額

が
定

め
ら

れ
た

も
の

を
い

う
と

解
す

る
。

 

イ
 

本
件

売
買

契
約

は
，

Ｘ
が

ガ
レ

ー
ジ

を
含

む
希

望
の

間
取

り
の

自
宅

を

建
築

す
る

た
め

に
，

６
０

坪
以

上
の

土
地

を
必

要
と

し
て

お
り

，
売

主
で

あ
る

Ｙ
に

も
そ

れ
を

伝
え

，
Ｙ

が
本

件
土

地
が

６
２

坪
あ

る
と

言
っ

た
た

め
に

，
Ｘ

が
こ

れ
を

購
入

し
た

も
の

で
あ

る
。

し
た

が
っ

て
，

当
事

者
に

お
い

て
目

的
物

の
実

際
に

有
す

る
数

量
を

確
保

す
る

た
め

，
そ

の
一

定
の

面
積

が
あ

る
こ

と
を

売
主

が
契

約
に

お
い

て
表

示
し

た
と

い
え

，
(
ア

)
の

要
件

を
充

足
す

る
。

 

Ｘ
と

Ｙ
は

，
元

々
1

坪
当

た
り

１
７

０
万

円
の

価
額

で
あ

っ
た

本
件

土

地
を

，
交

渉
に

よ
っ

て
，

Ｙ
が

Ｘ
に

対
し

，
１

坪
あ

た
り

１
６

０
万

円
で

売
却

す
る

こ
と

に
し

た
。
さ

ら
に

，
本

件
売

買
契

約
書

に
も

代
金

額
を
「

金

９
９

２
０

万
円
（

坪
単

価
１

６
０

万
円

）
」
と

す
る

記
載

が
あ

っ
た

。
し

た

が
っ
て
，
こ
の
坪
単
価
１
６
０
万
円
と
い
う
数
量
を
基
礎
と
し
て
，
９
９
２
０

万
円

と
い

う
代

金
額

が
定

め
ら

れ
た

も
の

と
い

え
，（

イ
）
の

要
件

も
充

足

す
る

。
 

し
た

が
っ

て
，

本
件

売
買

契
約

は
「

数
量

を
指

示
し

て
売

買
を

し
た

」

と
い

え
る

。
 

（
２

）
そ

し
て

，
Ｙ

は
本

件
土

地
が

６
２

坪
で

あ
る

と
言

っ
て

い
た

が
，

実
際

に
は

５
８

坪
し

か
な

か
っ

た
。
し

た
が

っ
て

，「
数

量
を

指
示

し
て

売
買

を

し
た

物
」

に
「

不
足

が
あ

る
場

合
」

に
あ

た
る

。
 

（
３

）
よ

っ
て

，
Ｘ

は
Ｙ

に
対

し
，

本
件

土
地

の
代

金
の

う
ち

，
不

足
し

て
い

る
４

坪
分

に
あ

た
る

６
４

０
万

円
の

減
額

を
請

求
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

３
 

Ｘ
と

Ｙ
は

，
前

述
の

第
２

項
で

検
討

し
た

よ
う

に
，

本
件

土
地

を
「

数
量

を
指

示
し

て
売

買
を

し
た

」
と

い
え

，
本

件
土

地
は

４
坪

「
不

足
が

あ
る

」
。

そ
し

て
，

Ｘ
は

ガ
レ

ー
ジ

を
含

む
希

望
の

間
取

り
の

自
宅

を
建

築
す

る
た

め

に
本

件
土

地
を

購
入

し
た

の
で

あ
る

か
ら

，
そ

の
自

宅
を

建
築

す
る

た
め

に
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広
さ

が
不

足
し

て
い

る
土

地
を

購
入

す
る

こ
と

は
，

通
常

考
え

が
た

い
。

し

た
が

っ
て

，「
残

存
す

る
部

分
の

み
で

あ
れ

ば
買

主
が

こ
れ

を
買

い
受

け
な

か

っ
た

」
と

い
え

る
。

 

よ
っ

て
，

Ｘ
は

Ｙ
に

対
し

，
②

数
量

不
足

の
担

保
責

任
に

基
づ

き
本

件
売

買
契

約
を

解
除

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

４
 

前
述

の
と

お
り

本
件

売
買

契
約

は
，

数
量

を
指

示
し

て
売

買
し

た
場

合
に

あ
た

る
の

で
，

Ｘ
は

Ｙ
に

対
し

，
損

害
の

発
生

・
額

に
つ

い
て

主
張

す
る

こ

と
に

よ
り

，
③

数
量

不
足

の
担

保
責

任
に

基
づ

き
損

害
賠

償
請

求
す

る
こ

と

も
で

き
る

。
 

第
２

 
設

問
１

（
２

）
に

つ
い

て
 

１
 

そ
れ

で
は

，
Ｘ

は
Ｙ

に
対

し
，

い
く

ら
の

損
害

賠
償

を
請

求
で

き
る

か
。

 

（
１

）
前

述
の

と
お

り
，

数
量

不
足

の
担

保
責

任
は

，
有

償
契

約
の

対
価

均
衡

を
維

持
し

，
当

事
者

間
の

公
平

を
確

保
す

る
た

め
，

法
律

上
特

に
認

め
ら

れ
た

無
過

失
責

任
で

あ
る

と
解

す
る

。
 

そ
う

で
あ

る
と

す
る

と
，

損
害

賠
償

請
求

の
範

囲
は

，
履

行
利

益
ま

で

は
認

め
ら

れ
ず

，
信

頼
利

益
に

か
ぎ

ら
れ

る
こ

と
に

な
る

。
 

（
２

）
本

件
で

は
，

Ａ
に

転
売

し
た

場
合

に
得

ら
れ

る
２

０
８

０
万

円
の

利
益

は
，

履
行

利
益

で
あ

る
。

し
た

が
っ

て
，

Ｘ
は

，
Ｙ

に
対

し
，

転
売

利
益

で
あ

る
２

０
８

０
万

円
に

つ
い

て
は

，
請

求
す

る
こ

と
が

で
き

ず
，

信
頼

利
益

の
損

害
賠

償
の

み
が

認
め

ら
れ

る
。

 

第
３

 
設

問
２

に
つ

い
て

 

１
 

Ｚ
は
Ｘ
に
対
し
，
事
務
管
理
に
基
づ
く
費
用
償
還
請
求
（
６
９
７
条
，
７
０
０

条
た

だ
し

書
，

７
０

２
条

）
と

し
て

，
コ

ン
ク

リ
ー

ト
ブ

ロ
ッ

ク
の

補
修

費

用
を

請
求

す
る

こ
と

が
考

え
ら

れ
る

。
 

そ
れ

で
は

，
Ｚ

の
請

求
は

認
め

ら
れ

る
か

。
 

２
 

Ｚ
の

請
求

が
認

め
ら

れ
る

に
は

，
①

他
人

の
事

務
の

管
理

で
あ

る
こ

と
，

②
他

人
の

事
務

を
管

理
す

る
義

務
が

存
在

し
な

い
こ

と
，

③
他

人
の

た
め

に

す
る

意
思
（

管
理

意
思

）
，
④

本
人

の
意

思
や

利
益

に
反

す
る

の
が

明
白

で
な

い
こ

と
，

が
必

要
で

あ
る

。
 

３
 

（
１

）
本

件
で

は
，

Ｚ
は

Ｘ
宅

の
コ

ン
ク

リ
ー

ト
ブ

ロ
ッ

ク
の

補
修

を
し

た
の

で
あ

る
か

ら
，

①
他

人
の

事
務

の
管

理
で

あ
る

と
い

え
る

。
 

（
２

）
Ｚ

は
Ｘ

の
隣

人
に

す
ぎ

ず
，

Ｚ
に

は
Ｘ

宅
の

コ
ン

ク
リ

ー
ト

ブ
ロ

ッ
ク

の
補

修
を

す
る

義
務

は
な

い
。

し
た

が
っ

て
，

Ｚ
に

は
，

②
他

人
の

事
務

を
管

理
す

る
義

務
は

存
在

し
な

い
と

い
え

る
。

 

（
３

）
Ｚ

は
，

コ
ン

ク
リ

ー
ト

ブ
ロ

ッ
ク

が
倒

壊
し

て
Ｚ

宅
へ

被
害

が
及

ぶ
こ

と
も

心
配

し
て

い
る

が
，

第
三

者
へ

の
死

傷
事

故
が

発
生

す
る

こ
と

も
懸

念
し

て
補

修
工

事
を

行
っ

た
の

で
あ

る
。

自
己

の
た

め
に

す
る

意
思

と
併

存
し

て
い

て
も

，
③

他
人

の
た

め
に

す
る

意
思

（
管

理
意

思
）

が
あ

っ
た

と
い

え
る

と
考

え
る

の
で

，
③

の
要

件
も

充
足

す
る

。
 

（
４

）
確

か
に

，
Ｘ

は
，

Ｚ
に

対
し

，
近

い
う

ち
に

転
居

予
定

だ
っ

た
の

で
補

修
す

る
必

要
が

な
か

っ
た

旨
を

述
べ

て
い

る
の

で
，

本
人

の
意

思
や

利
益

に
反

す
る

よ
う

に
も

思
え

る
。

し
か

し
，

Ｘ
が

述
べ

た
よ

う
な

事
情

は
，

客
観

的
に

は
明

ら
か

で
は

な
か

っ
た

の
だ

か
ら

，
④

本
人

の
意

思
や

利
益



 

-
 
4
 
-
 

 

に
反

す
る

の
が

明
白

で
な

い
と

い
え

る
。

 

４
 

し
た

が
っ

て
，

Ｚ
は

，
Ｘ

に
対

し
，

コ
ン

ク
リ

ー
ト

ブ
ロ

ッ
ク

の
補

修
費

用
で

あ
る

５
０

万
円

を
請
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小計 配点 得点

〔設問１〕(１) (25)

ＸのＹに対する請求・数量指示売買の売主の担保責任

・代金減額請求（条文必須） 1

・解除（条文必須） 1

・損害賠償請求（条文必須） 1

数量指示売買の解釈 3

数量指示売買の定義 4

「数量を指示して売買をした」の当てはめ
・Ｘが希望の自宅を建てるため６０坪以上の土地を必要としており、それをＹに伝えて、Ｙが本件
土地が６２坪あるとＹに伝えたことの指摘
・元々本件土地の坪単価が１７０万円であったところを、交渉によって坪単価１６０万円としたこ
との指摘
・売買契約書に代金額を「金９９２０万円（坪単価１６０万円）」と記載していることの指摘

4

「不足がある場合」の指摘と当てはめ 1

解除（「残存する部分のみでは買主がこれを買い受けなかった」の指摘と当てはめ） 1

損害賠償請求 1

裁量点 8

〔設問１〕(２) (10)

損害賠償請求の範囲が信頼利益にとどまるか、履行利益まで認められるか。
・法定責任説または契約責任説
・自説から妥当な結論を導いているか
・金額を明示しているか

6

結論の記載 1

裁量点 3

〔設問２〕 (15)

事務管理に基づく費用償還請求（条文） 1

各要件の検討（要件の指摘と当てはめ）

・他人の事務の管理 2

・他人の事務を管理する義務の不存在 2

・他人のためにする意思（管理意思） 2

・本人の意思や利益に反するのが明白でないこと 2

結論の記載 1

裁量点 5

合　計 (50) 50

予備試験答案練習会（民法・債権法Ⅱ）採点基準表

 2018年12月16日 担当：弁護士　渡辺知子
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民法・債権法Ⅱ 解説レジュメ 

 

第１．出題趣旨 

 

 第１問は，数量指示売買に基づく担保責任についての基本的な理解を問う問題である。予備試験

及び司法試験の民法では，数量指示売買に基づく担保責任については未だ出題がない。しかし，平

成１５年度の旧司法試験第２問において出題実績があり，予備試験においても出題がされる可能性

がある（予備試験では，旧司法試験で出題実績がある論点が出題される傾向が見られる）。 

 法定責任説あるいは契約責任説いずれの見解でも構わないが，自説に沿って論証することが必要

である。 

第２問では，事務管理についての基本的な理解を問う問題である。事務管理についても，予備試

験及び司法試験の民法では未だ出題がない。しかし，昭和５８年度の旧司法試験第２問において出

題実績があり，予備試験においても出題される可能性がある。 

 

 

第２．設問1 

 

１ 小問（１） ＸのＹに対する請求 

Ｘは，Ｙに対し，数量不足の担保責任に基づく以下の請求をすることができる（民法５６５条）。 

（１）代金減額請求（民法５６５条，５６３条１項） 

（２）解除（民法５６５条，５６３条２項） 

（３）損害賠償請求（民法５６５条，５６３条３項） 

 

２ 小問（２） 損害賠償請求の範囲  

 信頼利益に限られるか，履行利益まで認められるか。 

 

３ 数量指示売買に基づく担保責任については以下のような見解がある（山本敬三「民法講義Ⅳ－１

契約（初版）」P.301～参照）。 

①法定責任説（通説・判例） 

…数量不足はあっても債務は履行されているが，対価的の不均衡を是正し，買主の信頼を保

護するために法がとくに認めた責任とみる。これはさらに次の２つの考え方に分かれる。 

ア 特定物ドグマ説 

…特定物売買では，「この物」を給付する債務のみが認められる以上，数量不足があっても債

務は履行されているとする。 

イ 原始的一部不能説 

…数量も債務内容に入るとしても，特定物売買の場合，不足分については原始的一部不能で

ある以上，その限度で債務は消滅するため，現状で物を引き渡せば債務を履行したことに

なるとする。 

②契約責任説 

 …契約で「指示された数量の物を給付する」ことも合意できると考えれば，数量不足の場合

はこの債務の不履行にあたる。したがって，この責任を債務不履行責任の特則として位置

付けられる。 
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４ 売主の担保責任の内容 

（１）解除（民５６５条，５６３条２項） 

ア 成立要件 

①数量指示…売主と買主が締結した売買契約が５６５条の数量指示売買にあたること。 

②数量不足…目的物の数量が契約上指示されていた数量にみたないこと。 

③残存部分のみでの不買…残存部分のみであれば買主が（通常人を基準として客観的に判断し

たときに）買い受けなかったこと。 

（２）代金減額（民５６５条，５６３条１項） 

①数量指示 

②数量不足 

（３）損害賠償（民５６５条，５６３条３項） 

①数量指示 

②数量不足 

③損害 

 

５ 損害賠償の内容 

いずれの説に立つかによって，損害賠償の範囲も異なることになる。 

①法定責任説（通説・判例）→信頼利益の賠償 

…法定責任説からは，買主が不足がないと信じたことによってこうむった損害（不足がある

と知らずに出捐した結果，無駄になった費用等）が賠償の対象となるとされる。 

②契約責任説→履行利益の賠償 

…契約責任説からは，「指示された数量の物を給付する」債務が認められるため，それが履行

されていれば得られたであろう利益（逸失利益等）の賠償も認められる。 

③二分説 

ア 数量指示売買…表示された数量を単に確保することが目的とされた場合は，履行利益賠

償までは認められない。 

イ 数量保証売買…表示された数量が契約目的を達成する上で特別な意味をもつ場合は，履

行利益賠償までは認められる。 

 

６ 判例 

・最高裁昭和５７年１月２１日第一小法廷判決・判例百選Ⅱ第８版５２ 

 （数量指示売買と履行利益の損害賠償） 

・最高裁昭和４３年８月２０日第三小法廷判決・民集２２巻８号１６９２頁 

 （宅地の売買がいわゆる数量指示売買ではないとされた事例。数量指示売買の定義。） 

 

※債権法改正について 

債権法が改正され，２０２０年４月から施行される。それに伴い，判例の位置づけも変わる可能

性がある。 

  

※今回は，宅地の売買の問題であったが，これ以外の売買について出題されることも十分想定され

る。どのようなケースが考えられるか。 
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第３．設問２ 

 

１ 事務管理（潮見佳男「基本講義 債権各論Ⅰ契約法・事務管理・不当利得（第３版）」P.302～参

照）。 

ＺはＸに対し，事務管理に基づく費用償還請求（民法６９７条，７００条ただし書，７０２条）と

して，コンクリートブロックの補修費用の請求をすることができる。 

 

２ 要件 

①他人の事務の管理 

②他人の事務を管理する義務の不存在 

③他人のためにする意思（管理意思） 

④本人の意思・利益に反するのが明白でないこと 

 

（１）他人の事務 

 客観的他人の事務，客観的自己の事務，中性の事務という分類がされている。 

ア 客観的他人の事務であることが明らかなものは，「他人の事務」（民法６９７条）に該当す

る。 

イ 客観的自己の事務であることが明らかなものは，「他人の事務」に該当しない。例えば，他

に共同債権者がいない場合の自分自身の債権を，他人の債権だと考えて取り立てた場合な

どである。 

ウ 中性の事務とは，客観的他人の事務とも客観的自己の事務とも断言しがたいものである。

例えば，薬局での薬品の購入や，古本屋での古書の購入などが中性の事務にあたる。 

   中性の事務については，知人が手を尽くして探していたから購入してやったというよう

な場合であれば他人の事務となり（主観的に他人の事務），自分がほしかったから購入し

たというような場合であれば自己の事務となるところ，前者，すなわち事務管理者が他人

の事務と考えて管理をした場合に，事務管理が成立する余地があるとされる。 

（２）他人の事務を管理する義務の不存在 

 事務管理者と本人との間に契約または法律の規定に基づいて事務処理をする義務が存在して

いる場合には，事務管理の問題は生じず，当該契約または法律の規定に従って処理される。 

（３）他人のためにする意思 

 管理者は，「他人」が誰かということを知っている必要はない。およそ匿名の他人のためにする

意思があれば足りるし，人に関する同一性の錯誤（例えば，迷い込んだ犬を世話する際に，Ａの

飼い犬と思って世話をしていたが，実はBの飼い犬であった場合）も，契約の場合と異なり，事

務管理では問題とならない。これらの場合は，実際に管理された人との関係で事務管理が成立す

る。さらに，この他人のためにする意思と自己のためにする意思が併存していてもかまわない。 

（４）本人の意思・利益に適合するのが明白であること 

 ①本人の自己決定権・財産管理の自由はできるだけ尊重すべきであるとの思想を基礎に据える

とともに，②管理開始後において民法７００条が管理の継続面での本人の意思・利益に反するの

が明白でないことを要求していることとの均衡から要求される要件であると考えられている。 

 

３ 事務管理の効果 

（１）管理行為の効果帰属 

事務管理の要件を充たす場合には，本人と管理者との間に事務を管理し，管理される関係が生

じる。そして，管理者は，委任における受任者とほぼ同一の債務を負うことになる。 

（２）管理者の本人に対する権利 
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ア 有益な費用の償還請求権（民法７０２条１項） 

 有益な費用を支出した結果が本人に利益として現存しているかどうかは，７０２条１項

では問題とならない。管理者は，本人に対し，出捐分の償還を請求することができる。 

イ 有益な債務の代弁済請求権（民法７０２条２項，６５０条２項） 

 管理者が本人のために有益な債務を負担したときは，管理者は，本人に対し，自己に代

わって弁済するか（代弁済請求権），または債務が弁済期にないときには相当の担保を提

供するよう請求することができる（民法７０２条２項による委任に関する民法６５０条２

項の規定の準用）。 

ウ 損害賠償請求権→△ 

 民法６５０条３項（委任者の無過失損害賠償責任）が７０１条では準用されていないた

め，事務管理者に管理行為の結果として生じた損害を，本人に対し請求できるかが問題と

なる。 

 今日の支配的見解は，「費用」を合理的に解釈し，あるいは費用に準ずる損害として処理

することで，当該事務の処理に必然的に伴う損害の賠償を認めようとしている。 

エ 報酬請求権→△ 

 事務管理が利他的動機に基づく行為である点を強調する場合には，すべての場合に報酬

請求権を認めることは，かえって不当な結果を招くことになる。しかし，事業活動として

おこなわれるような事務管理においては定型化された費用として報酬請求権を認めるべ

きであるとする見解や，社会通念に照らすと当該状況の下では事務管理の引き受けが有償

でしか期待できないような場合には，報酬請求権を費用とは別個に認めるべきであるとす

る見解が主張されている。 

（３）管理者の本人に対する義務 

ア 事務処理義務 

 事務管理の成立が認められる場合には，善良な管理者の注意をもって事務処理にあたる

義務が管理者に課される（民法６９８条の反対解釈）。 

 例外的に，本人の身体，名誉，財産に対する急迫の危害が存在している場合には，事態

の緊急性に対応した迅速な処理の必要性から，管理者が責任を負う注意義務の程度を軽減

している（緊急事務管理）。この場合には，管理者は，悪意・重過失の場合にのみ，本人に

対して損害賠償責任を負うにとどまる（民法６９８条）。 

イ 管理開始の通知義務 

 管理者には，本人に対して，管理開始を通知すべき義務がある（民法６９９条本文）。な

お，本人が既に事務管理の事実を知っている場合には，通知義務が課されない（同条ただ

し書）。 

ウ 管理継続義務・中止義務 

 管理者は，いったん事務の処理を開始した以上，本人，その相続人または法定代理人が

管理をすることができるようになるまで，事務処理を継続しなければならない（民法７００条

本文）。 

 しかし，管理の継続が本人の意思に反したり，本人の不利になることが明らかとなった

りした場合には，管理者は，直ちに管理を中止しなければならない（同条ただし書）。 

エ 委任の規定の準用に基づく義務 

 委任に関するいくつかの規定は，事務管理に準用される（民法７０１条）。その結果，管

理者には，①事務処理の状況を報告し，②事務処理終了の後に顛末を報告する義務のほか，

③事務処理にあたって受け取った金銭その他の物を本人に引き渡し，自己の名で取得した

権利を本人に移転する義務を負う（民法６４５条・６４６条）。さらに③管理者が本人に引

き渡すべき金銭を自己のために消費した場合には，消費した日以後の利息を付して本人に
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支払わなければならず，さらに損害があるときは，その賠償もしなければならない（民法

６４７条）。 

 

 

【参考文献】 

・潮見佳男「不法行為法Ⅱ（第２版）」信山社 2011年 

・潮見佳男「基本講義債権各論Ⅰ 契約法・事務管理・不当利得（第３版）新世社 2017年 

・山本敬三「民法講義Ⅳ－１ 契約」有斐閣 2005年 

・中田裕康 窪田充見編「民法判例百選Ⅱ［第７版］」有斐閣 2015年 

・窪田充見 森田宏樹編「民法判例百選Ⅱ［第８版］」有斐閣 2018年 

・最判昭和57年 1月 21日民集36巻 1号 71頁 

以 上 

 

 

2018年 12月 16日 

担当：弁護士 渡辺知子 

 



2018 年 12 月 16 日開催 債権法Ⅱ 

 

最優秀答案 
回答者 ＴＣ 34 点 

 
第１ 設問 1 

１ 小問（１） 

（１）Ｘは，Ｙに対して，本件売買契約（民法（以下省略する。）555条）の代

金の減額（565条，563条1項）を主張することが考えられる。 

ア 「数量を指示して」とは，面積や重量等を指示して，それを基礎に代金が

定められた場合をいう。 

本件では，Ｘの60坪以上の広さが必要という希望に対して，Ｙは62坪

の広さを有する本件土地を売却したい旨伝えているため，面積を指示して

いたものといえる。そして，代金については，1坪160万円で売ってもら

えないかというＸの申込みに対してＹが承諾しており，また，契約書にも

坪単価160万円として9920万円の代金とする記載があった。そのため，62

坪という面積を基礎にして9920万円という代金が定められたといえる。 

よって，「数量を指示して」いたといえる。 

イ 本件土地の面積が58坪であることが判明したのは，本件売買契約の後の

ことであるため，Ｘは面積の不足を知らなかったといえ，「買主がその不

足…を知らなかった」といえる。 

ウ したがって，Ｘの代金減額の主張は認められる。そして，既に代金を支払

っている場合には，減額分を不当利得として返還の請求ができる（703条） 

（２）もっとも，Ｘとしては，自動車2台が入る広さのガレージ付きの住宅を建

築したかったのであり，それができない以上，契約を解除（565条，563条

2項）できないか。 

ア 前述のように，本件では，「数量を指示して」いたといえ，また，「買主が

その不足…を知らなかった」といえる。 

イ では，「買主がこれを買い受けなかった」といえるか。 

この点，565条の趣旨は，売買契約が有償契約であることから，公平を

図るために売主に担保責任を負わせたものである。そのため，適用の範囲

は広くすべきであり，「買主がこれを買い受けなかった」かは，買主の目



的等の契約の目的をも考慮して判断すべきと解する。 

本件では，Ｘは，自動車2台が入る広さのガレージ付きの住宅を建築し

ようとしており，それには60坪以上の広さが必要であった。しかし，本件

土地は実際には58坪しかなかった。そうすると，契約の目的であったガ 

レージ付きの住宅を建築することができない以上は，Ｘが本件土地を買う

意味はなく，Ｘはこの土地を買い受けなかったといえる。 

よって，「買主がこれを買い受けなかった」といえる。 

ウ したがって，Ｘは本件売買契約を解除することができる。そして，代金を

支払っている場合には，その返還を請求できる（545条1項本文）。 

２ 小問（２） 

Ｘは，Ｙに対して損害賠償（565条，563条3項）を請求し，その要件を満

たすといえるが，その「損害」の範囲はどの範囲で認められるか。 

（１）この点，565条は前記のように，有償契約であることから公平を図るため

に規定されたものであるから，原則として信頼利益に限られると解する。 

もっとも，「数量」が契約において特段の意味を有する場合には，買主の

「数量」についての信頼保護のため，「損害」には履行利益も含むと解する。 

（２）本件では，Ｘは，ガレージ付きの自宅の建築のために本件土地を購入して

いる。そして，Ａへの転売については，その後に決めたものであるから，「数

量」には特段の意味はなかったといえる。 

そうすると，信頼利益に限られることとなるが，信頼利益は，Ａへの転売

があることから，9920万円全額ではなく，坪単価160万円の4坪分である

640万円であると考える。 

（３）したがって，640万円の限度で，損害賠償請求が認められる。 

 
第２ 設問２ 

１ Ｚは，Ｘに対して，事務管理（697条1項）の費用の償還請求権（702条1項）

を根拠に，補修費用の請求をすると考えられる。 

（１）まず，事務管理が成立するか。 

ア Ｚは，Ｘ宅の隣人に過ぎず，「義務」がないといえる。 

イ では，「他人のため」といえるか。 

この点，「他人のため」とは，他人のためにする意思があれば足り，自

己のためにする意思が併存していても良いと解する。 

本件では，Ｚは，Ｚ宅への被害も心配しているが，死傷事故についても



危惧している。そして，事故が発生すると，Ｘが損害賠償責任を負うこと

となるため，Ｘのためにする意思があったといえる。 

よって，「他人のため」といえる。 

ウ したがって，事務管理が成立する。 

（２）では，「有益な費用」か。 

この点，Ｘは，撤去すればよかったと伝えている。しかし，コンクリート

ブロックの客観的な価値が補修によって高くなっている以上は，「有益」な

ものといえる。よって，「有益な費用」といえる。 

（３）また，「意思に反して」いた（702条3項）との反論も考えられるが，コン

クリートブロックが未だ存在している以上は，現存利益があるといえるた

め，この反論は認められない。 

（４）したがって，ＺはＸに対して，補修費用を請求することができる。 

以 上 
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